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特記事項 

本PDFファイルは音声読上げ用です。閲覧を目的としたPDFファイルではありません。 

JIS案等の閲覧は，閲覧用ファイルをご利用ください。 

音声読上げする場合は、PDF文章の音声再生が可能なツールをご利用ください。 

ご利用の環境によっては，音声の読上げがされないことがあります。 

本PDFファイルの情報はJIS案等から機械的に抽出したテキスト情報で構成されています。 

これらは音声読上げに最適化されたものではありませんので，規格の内容が正しく読み上げされない可

能性があることをご了承願います。 



 
X 8341-1：0000  

（1） 
著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

① 追補 1 のまえがき 

この JIS X 8341-1 の追補 1 は，産業標準化法に基づき，経済産業大臣が JIS X 8341-1:2010 を改正した

内容だけを示すものである。JIS X 8341-1:2010 は，この追補 1 の内容の改正がされ，JIS X 8341-1:20XX
となる。 
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Guidelines for older persons and persons with disabilities 
－Information and communications equipment, software and services 

－Part 1: Common Guidelines 
（Amendment 1） 

 
追補 1 の序文 

この追補 1 は，JIS X 8341-1:2010 と 2021 年に第 2 版として発行された ISO9241-20 とが対応関係になく

なったことから作成した追補である。 

JIS X 8341-1:2010 を，次のように改正する。 

 

序文の第 1 段落及び第 2 段落を削除する。 

箇条 1（適用範囲）の“注記 1”の“1”を削除する。また，注記 2 の説明を削除する。 

箇条 3（用語及び定義）の 3.2 支援技術（assistive technology）の注記の説明を削除する。 

附属書 A を削除する。 

“附属書 B”における“B”を，“A”に置き換える。 

附属書 C を削除する。 

“附属書 JA”における“JA”を，“B”に置き換える。 

“附属書 JB”における“JB”を，“C”に置き換える。 

 




